
 
大阪市生活保護行政に対して、3月から準備を開始し、監査資料分析や4月9日と5月9

日の「生活保護ホットライン」、そして5月28・29日の2日間に全国から900人のみなさ

んにご参加いただき大阪市役所及び西成区、生野区、淀川区、住之江区、大正区、浪速区

の各区役所に対して調査・交渉に取組ました。この活動は5月末で終わったわけではなく、

その後マスコミ報道の力も得て、さらに大きく広がっています。 

調査団では、大阪市民のみなさん、そして調査に参加者してくださったみなさんにむけ

て調査結果や課題・副次的成果、そして今後の取り組みについてもご報告するための集会

を企画しました。ぜひご参加ください。 

 

★日時  2014年8月11日（月）18時30分～ 

★会場  エル大阪南館ホール（地図参照のこと） 

★参加費 無料 

               
                   

【調査団事務局・お問い合わせ先】 
 普門法律事務所 大阪市北区天神橋 3丁目 3番 3号南森町イシカワビル 7階 

         電話 06-6354-1616 ＦＡＸ06-6354-1617 
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8.11 大阪市生活保護行政問題全国調査団報告集会参加申込書 
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※この申込書は大阪社保協ｆａｘ06-6357-0846 宛お送りください。 
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